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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第３四半期
連結累計期間

第52期
第３四半期
連結累計期間

第51期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 11,224,317 12,907,475 15,248,696

経常利益 (千円) 680,425 1,064,876 778,592

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 443,580 722,348 522,355

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 650,604 844,463 815,830

純資産 (千円) 11,063,526 11,890,913 11,228,713

総資産 (千円) 15,912,967 17,155,205 16,151,280

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 49.01 79.81 57.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.1 62.7 63.0

回次
第51期

第３四半期
連結会計期間

第52期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年10月１日
至 平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 25.08 31.13

(注) １．上記の売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

　当第３四半期連結累計期間における、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、国内、米国市場

が安定して推移したことに加え、アジア地域においては、ASEAN市場が引き続き増加傾向で推移いたしました。一

方、中国市場では2018年の販売台数が2017年と比較し減少を記録するなど、減速傾向が明確になってきておりま

す。また、米中貿易摩擦が世界経済に影響を及ぼすことが予想されており、先行き不透明な状況になっておりま

す。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業におきましては、金型部門の主力ユーザー向けが引き続き堅調に推

移したことに加え、精密鍛造品部門におきましても国内外ともにカーエアコン用スクロール鍛造品が増加傾向で推

移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は62億４百万円（前年同期比19.5％増）となりました。

　アッセンブリ事業では、今期生産が開始されたＶＧターボチャージャー部品の新機種が増加いたしました。その

結果、アッセンブリ事業の売上高は48億３千６百万円（前年同期比7.6％増）となりました。

　フィルタ事業では、電力産業向けの売上高があったことに加え、大型海水ストレーナーやヘルスケア製品向けな

ど主力製品が好調に推移したことから売上高が増加いたしました。その結果、フィルタ事業の売上高は18億６千５

百万円（前年同期比21.3％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は129億７百万円（前年同期比15.0％増）、損益面におきましては、ネットシェイプ事業

の増収効果により、営業利益10億４千４百万円（前年同期比59.4％増）、経常利益10億６千４百万円（前年同期比

56.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益７億２千２百万円（前年同期比62.8％増）となり、いずれも第３

四半期連結累計期間過去最高を更新いたしました。

　売上総利益は27億８千５百万円となり、売上総利益率は前年同期と比べ1.3ポイント上昇し21.6％となりました。

また、営業利益は10億４千４百万円となり、営業利益率は前年同期と比べ2.3ポイント上昇し8.1％となりまし

た。

②財政状態

　当第３四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ10億３百万円増加し、171億５千５

百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が８億１千８百万円、棚卸資産が２億１千１百万円、無形

固定資産が９千９百万円増加した一方、有形固定資産が１億７千９百万円減少したことによるものであります。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ３億４千１百万円増加し、52億６千４百万円となりました。これ

は、主に買掛金が３億１千７百万円、賞与引当金が７千２百万円、前受金が１億３千３百万円増加した一方、リー

ス債務が１億６千万円減少したことによるものであります。

　純資産におきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益７億２千２百万円等により、前連結会計年度末に比

べて６億６千２百万円増加し、118億９千万円となり、自己資本比率は62.7％となりました。

　有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ１億８千６百万円減少し、20億９千３百万円となりました。

　今後も資産が膨らむことが予測されますが、最適資本構成の検証により財務の健全性維持に努めてまいります。
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(2) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は144,103千円です。なお、当第３四半期

連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員の著しい増減はありません。

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

(7) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,500,000

計 15,500,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成31年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,053,300 9,053,300
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数100株

計 9,053,300 9,053,300 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年10月１日～
平成30年12月31日

― 9,053,300 ― 1,429,921 ― 1,192,857

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成30年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成30年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,048,300 90,483 ―

単元未満株式 普通株式 3,000 ― ―

発行済株式総数 9,053,300 ― ―

総株主の議決権 ― 90,483 ―

② 【自己株式等】

平成30年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ニチダイ

京都府京田辺市
薪北町田13番地

2,000 ― 2,000 0.02

計 ― 2,000 ― 2,000 0.02

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,774,815 2,743,512

受取手形及び売掛金 ※ 4,037,609 ※ 4,856,093

商品及び製品 599,598 643,337

仕掛品 897,468 1,050,561

原材料及び貯蔵品 587,655 601,897

その他 72,364 144,994

貸倒引当金 △1,517 △1,482

流動資産合計 8,967,994 10,038,915

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,120,607 2,053,108

機械装置及び運搬具（純額） 1,753,831 1,871,160

土地 1,813,864 1,815,962

その他（純額） 1,036,806 805,242

有形固定資産合計 6,725,109 6,545,474

無形固定資産 139,603 239,225

投資その他の資産 318,573 331,590

固定資産合計 7,183,286 7,116,290

資産合計 16,151,280 17,155,205
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,586,051 1,903,566

短期借入金 750,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 777,545 864,996

リース債務 208,376 37,391

未払法人税等 160,886 168,731

賞与引当金 149,729 222,342

その他 720,861 876,297

流動負債合計 4,353,449 4,423,325

固定負債

長期借入金 497,693 784,361

リース債務 45,748 56,606

退職給付に係る負債 25,676 -

固定負債合計 569,117 840,967

負債合計 4,922,566 5,264,292

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 7,285,029 7,826,352

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 9,906,571 10,447,894

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,150 5,030

為替換算調整勘定 319,236 355,190

退職給付に係る調整累計額 △62,679 △50,226

その他の包括利益累計額合計 266,707 309,994

非支配株主持分 1,055,434 1,133,024

純資産合計 11,228,713 11,890,913

負債純資産合計 16,151,280 17,155,205
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 11,224,317 12,907,475

売上原価 8,948,868 10,122,213

売上総利益 2,275,449 2,785,262

販売費及び一般管理費 1,620,211 1,740,681

営業利益 655,237 1,044,581

営業外収益

受取利息 7,354 7,942

受取配当金 394 405

為替差益 23,968 4,457

保険配当金 537 4,665

その他 11,946 12,975

営業外収益合計 44,201 30,446

営業外費用

支払利息 18,432 8,919

その他 582 1,231

営業外費用合計 19,014 10,151

経常利益 680,425 1,064,876

特別利益

固定資産売却益 98 250

特別利益合計 98 250

特別損失

固定資産除却損 70 142

会員権評価損 3,000 -

特別損失合計 3,070 142

税金等調整前四半期純利益 677,452 1,064,984

法人税、住民税及び事業税 174,709 281,619

法人税等調整額 11,231 △4,186

法人税等合計 185,940 277,432

四半期純利益 491,512 787,552

非支配株主に帰属する四半期純利益 47,932 65,204

親会社株主に帰属する四半期純利益 443,580 722,348
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 491,512 787,552

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,489 △5,120

為替換算調整勘定 135,314 49,578

退職給付に係る調整額 18,288 12,453

その他の包括利益合計 159,092 56,911

四半期包括利益 650,604 844,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 564,357 765,634

非支配株主に係る四半期包括利益 86,247 78,828
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

(1）連結の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

(2）持分法適用の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

(追加情報)

　
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

受取手形 60,491千円 52,292千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

減価償却費 645,047千円 640,243千円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月22日
定時株主総会

普通株式 90,512 10.00 平成29年３月31日 平成29年６月23日 利益剰余金

平成29年10月31日
取締役会

普通株式 72,410 8.00 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月22日
定時株主総会

普通株式 90,512 10.00 平成30年３月31日 平成30年６月25日 利益剰余金

平成30年10月31日
取締役会

普通株式 90,512 10.00 平成30年９月30日 平成30年12月３日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2019年02月06日 11時27分 17ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 14 ―

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 5,192,088 4,494,603 1,537,625 11,224,317 － 11,224,317

セグメント間の内部
売上高又は振替高

150,284 － － 150,284 △150,284 －

計 5,342,372 4,494,603 1,537,625 11,374,601 △150,284 11,224,317

セグメント利益 273,900 246,538 159,986 680,425 － 680,425

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 6,204,935 4,836,800 1,865,739 12,907,475 － 12,907,475

セグメント間の内部
売上高又は振替高

39,273 － － 39,273 △39,273 －

計 6,244,208 4,836,800 1,865,739 12,946,748 △39,273 12,907,475

セグメント利益 674,262 241,872 148,741 1,064,876 － 1,064,876

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。
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（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり四半期純利益(円) 49.01 79.81

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 443,580 722,348

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

443,580 722,348

普通株式の期中平均株式数(株) 9,051,285 9,051,234

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２ 【その他】

第52期(平成30年４月１日から平成31年３月31日まで)中間配当については、平成30年10月31日開催の取締役会にお

いて、平成30年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 90,512千円

② １株当たりの金額 10円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成31年２月５日

株式会社ニチダイ

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 尾 雅 芳 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 戸 脇 美 紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニ

チダイの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日か

ら平成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニチダイ及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成31年２月12日

【会社名】 株式会社ニチダイ

【英訳名】 NICHIDAI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 古屋 元伸

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 京都府京田辺市薪北町田13番地

【縦覧に供する場所】 株式会社ニチダイ 名古屋営業所

（愛知県名古屋市名東区高社二丁目127番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長執行役員古屋元伸は、当社の第52期第３四半期（自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31

日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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